
音声案内で次の番号を選択

電話相談センター 税　務　署

「１」・・・所得税
「２」・・・相続税・贈与税・譲渡所得
「３」・・・法人税・消費税
「４」・・・源泉所得税
「５」・・・印紙税・その他のご相談

・税金の納付相談の方
・個別的なご相談の方
・税務署にご用の方

※面接による相談をご希望の方は、面接日時等を
予約していただき、税務署でご相談いただくことに
なります。
※予約の際には、お名前、ご住所、ご相談の内容

等をお伺いします。

１を選択 ２を選択

相談内容の
番号を選択

長浜税務署からのお知らせ

国税に関する一般的なご相談は、

電話相談センターへ‼
税務署にお電話してください。音声案内により、

『電話相談センター』におつなぎします。

長浜税務署　　℡０７４９－６２－６１４４
税についての情報や手続を調べるには、国税庁ホームページが便利です。

www.nta.go.jp
申告・申請・届出様式、タックスアンサー（よくある税の質問）、

e-Taxなど、いろいろな情報が掲載されています。

http://www.nta.go.jp/
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